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令和４年那審第１１号 

裁    決 

モーターボートＡ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官甲斐繁利出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１２月２９日１２時０５分 

 沖縄県宜野湾港北方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 モーターボートＡ 漁船Ｂ 
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  総 ト ン 数 ４.２トン     ２.４トン 

  登 録 長 ９.０５メートル  ７.０７メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関  ディーゼル機関 

   出   力 ２４３キロワット ６９キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、平成２９年１１月に進水し、バウスラスタを装備したＦＲＰ

製プレジャーモーターボートで、船体中央部に操舵室を配し、同室前

部に魚群探知機兼用のＧＰＳプロッター、舵輪及び舵輪後方の操縦席

右舷側に機関操縦レバー、同席左舷側に助手席及びその後方に同乗者

用の椅子をそれぞれ設け、操舵室前部下方に船室を区画し、ａ受審人

が１人で乗り組み、親族及び知人各１人を乗せ、釣りの目的で、有効

な音響による信号を行うことができる手段として携帯式圧縮ガスホー

ンを備え、船首０.７メートル船尾０.９メートルの喫水をもって、令

和３年１２月２９日０８時００分宜野湾港を発し、同港北方沖合約３

海里の釣り場に向かった。 

  ａ受審人は、ＧＰＳプロッターを作動し、０８時１５分頃前示釣り

場に到着して錨泊及び移動を繰り返しながら釣りを行ったものの、釣

果を得ることができなかったことから、帰航の途上で次回の釣り場を

探すこととし、親族を椅子に知人を船室に待機させ、操縦席に腰を掛

けた姿勢で操船に当たり、１２時００分頃宜野湾港北方沖合の釣り場

を発進して帰途に就いた。 

  １２時０１分少し過ぎａ受審人は、宜野湾港北防波堤灯台（以下

「宜野湾港灯台」という。）から３３１度（真方位、以下同じ。）

２.６７海里の地点で、周囲を一見して他船を見掛けなかったことか

ら航行に支障はないと見込み、針路を１４９度に定め、１６.２ノッ

トの速力（対地速力、以下同じ。）で、ＧＰＳプロッター画面に視線
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を向けながら手動操舵によって進行した。 

  １２時０４分ａ受審人は、宜野湾港灯台から３３２度１.９２海里

の地点に達したとき、左舷船首１４度５３０メートルのところに、西

行中のＢを視認することができ、その後同船が前路を右方に横切り衝

突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、ＧＰＳプロッター

画面で次回の釣り場を探すことに気をとられ、見張りを十分に行わな

かったので、Ｂの存在にも、この状況にも気付かず、同船に対して避

航を促す音響信号を行うことも、Ｂが間近に接近しても衝突を避ける

ための協力動作をとることもないまま続航した。 

  こうして、ａ受審人は、ＧＰＳプロッター画面に視線を向けたまま

進行し、１２時０５分宜野湾港灯台から３３２.５度１.６５海里の地

点において、Ａは、原針路及び原速力で、その船首部にＢの右舷船首

部が前方から８５度の角度で衝突した。 

  当時、天候は曇りで風力３の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央

期にあたり、視界は良好であった。 

  また、Ｂは、平成元年６月に進水し、一本釣り漁業に従事するモー

ターホーンを備えたＦＲＰ製漁船で、船体後部に操舵室を配し、同室

前部にＧＰＳプロッター、魚群探知機、レーダー、舵輪及び舵輪後方

の操縦席右舷側に機関操縦レバー、同席左舷側に同乗者用の折り畳み

式椅子をそれぞれ設け、操舵室前部下方に船室を区画し、ｂ受審人ほ

か１人が乗り組み、一本釣り漁に使用する生き餌釣りの目的で、船首

０.５メートル船尾０.６メートルの喫水をもって、令和３年１２月２９

日１１時１０分沖縄県浜川漁港を発し、同漁港西方沖合約１海里の漁

場に向かった。 

  ｂ受審人は、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機を作動し、１１時２０

分頃前示漁場に到着して同探知機の画面で生き餌となる魚影を探した
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ものの、反応がなく、１１時５０分頃宜野湾港北方沖合の漁場に至っ

ても同魚影を探知することができなかったことから、同港西方沖合の

漁場に移動することとし、甲板員を船室に待機させ、操縦席に腰を掛

けた姿勢で操船に当たり、１２時０３分頃宜野湾港北方沖合の漁場を

発進した。 

  １２時０４分僅か前ｂ受審人は、宜野湾港灯台から３３５度１.６５

海里の地点で、周囲を一見して他船を見掛けなかったことから航行に

支障はないと見込み、針路を２４４度に定め、４.０ノットの速力で、

魚群探知機の画面に視線を向けながら手動操舵によって進行した。 

  １２時０４分ｂ受審人は、宜野湾港灯台から３３４.５度１.６５海

里の地点に達したとき、右舷船首７１度５３０メートルのところに、

南下中のＡを視認することができ、その後同船が前路を左方に横切り

衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、魚群探知機の画

面で生き餌となる魚影を探索することに気をとられ、見張りを十分に

行わなかったので、Ａの存在にも、この状況にも気付かず、同船の進

路を避けることもないまま続航した。 

  こうして、ｂ受審人は、魚群探知機の画面に視線を向けたまま進行

し、１２時０５分僅か前ふと前方を目視したところ、右舷至近にＡを

初めて視認し、急ぎ機関を中立運転としたものの、及ばず、Ｂは、原

針路及び３.０ノットの速力になったとき、前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、Ａは、船首部外板に亀裂及び擦過傷を、Ｂは、右舷船

首部外板に亀裂及び擦過傷をそれぞれ生じたが、いずれも修理された。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、宜野湾港北方沖合において、南下するＡと西行するＢとが衝

突したもので、衝突地点付近の水域には特別法である港則法の適用がな
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いことから、一般法である海上衝突予防法が適用されることになる。 

 本件時、両船は、互いに視野の内にあり、互いに進路を横切り衝突の

おそれがある態勢で接近したもので、両船の付近水域には航行の支障と

なる障害物や他船は存在せず、衝突のおそれがある態勢となってから衝

突に至るまでの間、それぞれに要求される動作をとるのに十分な時間的、

距離的余裕があったものと認められる。 

 したがって、本件は、海上衝突予防法第１５条の横切り船の航法によ

って律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、宜野湾港北方沖合において、両船が互いに進路を横切り

衝突のおそれがある態勢で接近した際、西行中のＢが、見張り不十分で、

前路を左方に横切るＡの進路を避けなかったことによって発生したが、

南下中のＡが、見張り不十分で、避航を促す音響信号を行わず、衝突を

避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は、宜野湾港北方沖合において、同港西方沖合の漁場に向け

て西行する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十

分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、魚群探知機の画面で

生き餌となる魚影を探索することに気をとられ、見張りを十分に行わな

かった職務上の過失により、Ａの存在にも、同船が前路を左方に横切り

衝突のおそれがある態勢で接近する状況にも気付かず、Ａの進路を避け

ることもないまま進行して衝突する事態を招き、Ａ及びＢ両船に損傷を

生じさせるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 
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 ａ受審人は、宜野湾港北方沖合において、同港に向けて南下する場合、

接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意

義務があった。しかし、同人は、ＧＰＳプロッター画面で次回の釣り場

を探すことに気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失に

より、Ｂの存在にも、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態

勢で接近する状況にも気付かず、Ｂに対して避航を促す音響信号を行う

ことも、同船が間近に接近しても衝突を避けるための協力動作をとるこ

ともないまま進行して衝突する事態を招き、Ａ及びＢ両船に損傷を生じ

させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年１月１７日 

     門司地方海難審判所那覇支所 

          審 判 官  永  木  俊  文 


